
 

組合 会社 

統括センター化後に拠点駅の変更はあるか。 拠点駅は変更しない。 

実施時期が 2024 年 ３月と 10 月に分かれ

た理由は何か。 

３月実施箇所は、エリアの変更が生じないこと

から、先行して実施する。 

横浜支社管内ではすでに、乗務員が「その他

時間」で駅業務などを担っている。統括センタ

ー化しなければならない理由は何か。 

既に連携と融合を行ってきているが、統括セ

ンター化により、ワンストップの業務体制とな

る。運輸区を内包することで兼務が不要とな

り、モビサのめざす基本形となる。 

職場管理の面から、過去の交渉では１職場

300 名程度が管理の限界と言われていた

が、今回発足する職場の規模感はどの程度 

なのか。 

横浜統括センター（仮称）で500名、川崎統括

センターで 400半ばとなる。会社は 400名

程度が限度と考えるが、これを超えても管理

できると判断している。 

今後の施策で社員数が減少することを見越し

た体制なのか。 

そうではない。 

統括センター化後の、駅業務を含んだ乗務 

行路はどうなるのか。 

継続したいと考えている。行路は検討中であ

る。運輸区からの兼務発令は解消される。 

統括センター ～ 統括センター間の兼務は 

行わないという考えに変わりはないか。 

基本的に統括センター間の兼務は行わない。

ただし、区割り変更がある箇所は、過渡期に跨

ぐことはありうる。 

川崎統セや湘南・相模統セは、１つの統括セン

ター内に２つの乗務区が内包される。乗務 

行路の相互運用は考えているのか。 

可能性としてはゼロではない。 

乗務員から駅に異動した社員が、統括センタ

ー化で乗務区を内包した場合、乗務を担うこ

とはあるか。 

可能性としてはゼロではない。 

橋本駅と橋本 CTC が、区割り変更で分離さ

れるのはなぜか。またCTC体制の見直しの考

えはあるか。 

橋本 CTC は線区管理の観点で湘南・相模統

セに残した。CTC 体制の見直しは、示せるも

のはない。 

エリア区分けの変更に伴う、管理駅・被管理駅

の関係は変更があるのか。また、JESSの体制

はどうか。 

エリア区分けの変更に伴う管理駅・被管理駅

の見直しはない。JESS 体制は本体が決める

ものではない。 
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施策による変化点を想定し、職場議論をつくりだそう！ 

http://www.jreu-yokohama1.jp/

